
議場に関する基礎的概念の繋理

1.本講の詩的

L 領域に関する基本的誠意を整理する。とりわけ、

離が注目され、学校教育(小学校、中学校、高等学校〉におい

性が強調されている。また、中国の海洋進出iこともなって、

土)間賠も注昌されている。

2 露史学ではなく、語学(国隙法学)からのアプロ とる。

領域に泳げる統治権
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領境(領土)間

、領土教育の重要

をめぐる領域〈額

sov~reign rights I特定の事柄についてだけ強会排除する、

除するという;権利

j型isd担民」笠」ι少皇旦内法)を制定し、執主主主塑

2.領域

領土十領権十領空-慣域

かつて、領域が必ずしも明確では会い地域が脊在したとともある。例)

ラム

3.領土

主権が及ぶ憾の範盟

曜に蔀した陸:低瀬線

4.領海
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基線からの距離

内7k 1 マイナス i主権が及ぶ ただし庇藤基線が従来内水と見なされてい

なかった水域を内水として取り間むことになる場合、外

国船舶は無審議甑権を有する

領海 I 12カイリ(例外あり) I主権が及ぶ

接続水竣 I 24カイ !J I捨岸闘が、領土・犠海の通関上、財敦上、

構生上の法令違反の跨J1:及び違反処罰の

棋をすることが認められた水域

排強的経許水域 I 200カイロ 1 1 天然資源の開発等に保る主権的権利、 2 人工島、

議、構築物の設鐙及ぴ手Ij屠に係る管轄権、 3.揚洋の科学

的調査に係る管轄権、 4.~毎洋環謹の保護及び保全に係る

管轄権、が沿岸躍に認められる海域

公海 ! 200カイヲ以上 !いずれの国の管轄権にも含まれない海域

大臨轍

基線からその外儒 200カイヲまでの領樺を除く梅域の権底及びその下で、沿岸留にたい

して、 L 天然資諒の開発等に係る主権的権利、 2.人工島、設輔、構築物の設護及び手Ij用

に係る管轄権が、認められている。

懇書通航権

海洋i去に関する国際連合条約 第 19条

無害通航の意味

]通艇は、沿岸国の平和、秩序又は安全を事しない限り、無容とされる。無害i最鉱辻、

この条約及び盟際法の他の規員IJに従って行わなければならない。

2外国船舶の通航は、当該外菌鉛舶が領権において次の活動のいずれかに従事する場合

は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力の仔能であって、沿岸閣の主権、領土保全精しくは政治的

穂立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原別に違反する方法

によるもの

(同兵器(種類のし功￥んを関わない。)を用いる訓練又は演習

(c)沿岸罰のi活衛又は安全を害することとえ立るような情報の収集を底的とする行為

(計沿岸田の防衛又は安全iと影響を与えることを目的とする笠伝行為

い)航空機の発著又は棲込み

(f)軍事機器の発着又は積込み

(g)沿岸国の通関上、財設上、出入国管理土又は需生上の法令に違反する物品、通貨又

は入の繍込み又は積鯨し

(h)ニの条約に違反する故意のかっ盤大な汚染行為

(i)掠獲行為
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。)調査活動又は測量活動の実施

(k)沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為

(1)通航に直接の関係を有しないその他の活動

5.領空

領土と領海の上の空間。領空がどの高さにまで及ぶのかについては、不明確。

6.現在、詳細が規定されていない領域

宇宙空間、サイバー空間

7.自際法 (inter問 temporallaw)

権利の創設と、権利の存続を峻別する必要性がある。

「発見だけでその後の行為がないときは、現在では…主権を証明するのに十分ではあ

りえなしリ

横田喜三郎著、『国際判例研究nU、有斐閣、 1981年、 202ページ。

8.地図

「地図は、たんに指示 (indication)を提供するだけである。それもきわめて間接な指

示を提供するだけである。法的文書に付属している場合を除いて、権利の承認や放棄をひ

き起こすところの、法的文書としての価値をもたない。 j

同書、 179ページ。
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